
　　　対象のご家族について、質問に　はい・いいえ　で進み 扶養認定可能か確認しましょう
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扶養申請対象のご家族は、日本国内に住民登録があり

表 ［ 三親等内親族図 ］の に該当しますか？

７５歳以上 ですか？
（後期高齢者医療制度の対象）

同居 していますか？

次の全てに当てはまりますか？
①.被保険者の収入により生計維持されている
②.今後の年収見込みが 130万円未満（直近3ヶ月平均月額108,334円未満）

（60歳以上 又は障害年金受給者の場合は180万円未満）
③.今後の年収見込みが被保険者の年収の1/2未満
④.健保・厚年適用拡大（短時間労働者）の条件（注1）に該当しない

表[ 三親等内親族図 ]のいずれか
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ご家族を健保の扶養にできるか確認しましょう

　同一世帯でなくてもよい人

　配偶者（内縁を含む）・子・孫・兄弟姉妹・父母など直系尊属

　同一世帯が条件である人

　　１.上記以外の三親等内の親族（義父母・兄姉等） 

　　２.被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子 

被扶養者として認められる三親等内親族図
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次の全てに当てはまりますか？

①.被保険者から毎月継続的に仕送りされて生計維持している

（現金物品の手渡しやまとまった金額の振込みは仕送りとは認めません）
②.今後の年収見込みが 130万円未満（直近3ヶ月平均月額108,334円未満）

（60歳以上 又は障害年金受給者の場合は180万円未満）
③.今後の年収見込みが被保険者からの仕送り額より少ない
④.健保・厚年適用拡大（短時間労働者）の条件（注1）に該当しない

（注1）特定適用事業所（従業員数常時500人を超える事業所）に勤務する短時間労働者は、

社会保険の適用対象となります。

■ 特定適用事業所とは・・・

事業所の被保険者数の合計が常時500人を超える（※）事業所が該当します。

※1年のうち6ヶ月以上、被保険者数の合計が500人を越えることが見込まれる場合

■ 短時間労働者とは・・・勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、

以下の項目すべてに該当する方

①.1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②.賃金の月額が88,000円（年収106万円）以上であること

※月額には臨時に支払われる賞与・時間外労働の割り増し賃金・通勤手当・

家族手当などは算入しません

③.適用事業所での勤務期間が1年以上見込まれること

④.学生でないこと ※休学中の方や大学・高等学校の定時制（夜間等）課程の

方は除きます。

※平成29年4月1日より適用条件が緩和され、労使の合意がなされれば500人以下も

その対象となります。さらに、令和4年10月以降は101人以上規模、令和6年10月以降は

51人以上規模の事業所が適用対象になります。


